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〇特地部局及びその級別の指定の一部改正……………………………………………………

告 示

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（特定調達契約に係る入札の公告）の一部を次のように改正す
る。

平成 年１月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

８その他を次のように改める。
８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
入札書に記載する額は、消費税等を含めた価格（単価）とすること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道総務部総務課
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西６丁目
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、新十津川土地改良区か
ら、次のとおり役員の退任の届出があった。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 内 治 樺戸郡新十津川町字吉野 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（東
学田地区経営体育成基盤整備（区画整理、農業用用排水、暗きょ））事業の土地改良事業変
更計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川支庁に備え置いて、平成 年１月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、北見市端野地区の
換地処分をした。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年１月 日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 小 市・枝幸郡枝幸町（以上１市１町国有林。次の図

に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに小 市役所及

び枝幸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林 網走郡津別町（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
津別町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び津別町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処
分をした。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成 年１月 日

２ 処 分 を 受 け た 者
商号及び代表者の氏名 吉岡砕石工業株式会社 平沼 邦夫
主たる営業所の所在地 松前郡福島町字吉岡 番地
建設業の許可の番号 般─ 渡第 号

３ 処 分 の 内 容
営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部の停止
営 業 停 止 の 期 間 平成 年１月 日から１月 日までの７日間

４ 処分の原因となった事実
上記の者が建設業法第 条第１項第３号に該当した。

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道網走土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 遠軽雄武線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
紋別郡滝上町字サクルー原野 番４
地先から紋別郡滝上町字サクルー原野
国有林網走西部森林管理署西紋別支署
林班ロ小班地先（西興部村界）まで

前 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

都市再開発法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり市街地再開
発組合の設立を認可した。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 組 合 の 名 称 小 駅前第３ビル周辺地区市街地再開発組合
２ 事務所の所在地 小 市稲穂２丁目 番８号小 駅前ビル株式会社内
３ 設立認可の年月日 平成 年１月 日
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４ 事 業 施 行 期 間 平成 年１月 日から平成 年５月 日まで
５ 施 行 地 区 小 市稲穂２丁目 番及び 番の一部

小 市稲穂３丁目 番、 番９、 番 、 番 、 番 、 番
、 番 、 番 、 番 、 番 、 番の全部、 番１及び
番及び 番の一部

６ 事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月 日まで。ただし、平成 年度は、平
成 年１月 日から平成 年３月 日まで

７ 公 告 の 方 法 この事業の公告は、事務所の掲示場のほか、施行者が適当と認め
る場所に掲示して行う。

８ 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 平成 年２月 日

道 人 事 委 員 会 告 示

北海道人事委員会告示第１号

平成 年北海道人事委員会告示第 号（特地部局及びその級別の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成 年 月 日から適用する。

平成 年１月 日
北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則

警察職員給与条例関係の表旭川方面管内の項中「利尻富士町鴛泊字港町」を「利尻富士町
鴛泊字栄町」に改める。
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編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


